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2017.5.30〜・・・・大改正〜個人情報保護法が施行 

法改正により、全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。 

正式名称「個人情報の保護に関する法律」とは、個人の権利・利益の保護と

有用性とのバランスを図るための法律、個人情報の定義や適正な取扱いに

関する基本理念、事業者が個人情報の取得・利用・提供等を行うにあたり遵守すべき義務等について定めて

います。「地デジの移行」「スマホ普及」「マイナンバー制度」など利便性が高まる一方で、ユーザーは個人情

報を取得されることの不安も根強く、事業者には漏洩時のリスクも高まっています。こうした環境の変化を

受け、個人情報の取り扱いルールが大きく変わり、改正法に基づいた対処が必須となります。 
 

 

改正のポイント「ビックデータ」の利活用促進と規制の厳格化 
 
 

個人情報の定義の明確化 

① 個人情報の定義に身体的特徴（顔認識データ・指

紋認識データ）などが明確化。またマイナンバー

や運転免許証番号など個人に割り当てられる番号

等が、個人情報の対象として明確化されます。 

② 要配慮個人情報（人種や信条、社会身分、病歴、前

科前歴など本人に対する不当な差別や偏見が生じ

ないよう特に配慮を要する個人情報）の扱いは、

原則として本人の同意を得ることが義務づけられ

ます。 

③ 取り扱う個人情報の数が 5,000 人以下の事業者も

対象となります。 

会社の規模が小さいから大丈夫！ということはなくなるので注意が必要です。 

個人情報の有用性の確保 

① 匿名加工情報（特定の個人を識別することができないように個人情報を加工）の利活用の規定を新設。取

扱いを緩やかに規律し、自由な流通や利活用を促進することとされています。 

② 個人情報の利用目的を変更する制限が緩和され、変更前と相当の関連性ある場合は変更可能になります。 

個人情報の流通の適正確保（名簿業者対策） 

① 本人の同意を得ずに個人情報を第三者提供する「オプトアウト規定」を利用する場合は所要事項の届出

が必要です。 

② 個人データの第三者提供に係る確認記録・作成等が義務化。第三者から受領する場合も同様です。 

③ 個人情報データベース等不正提供罪の新設。 

個人情報保護委員会の新設 

① 個人情報取扱事業者に対する監督権限を一元化。 

個人情報の取扱いのグローバル化 

① 日本の住居者等の個人情報を取得した外国の事業者についても、 

原則として個人情報保護法が適用されることとなります。 

② 外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の新設。 
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参考：データのじかん 



改正法では、事業者側が積極的に個人情報を活用できるよう、個人情報定義を明確にし、本人が特

定できないよう加工されれば、個人情報をビッグデータとして利活用できることを目指しています。 

改正法により事業者が注意するポイント！ 

個人情報を取得する場合の注意！ 

個人情報を取得する場合は利用目的をあらかじめ定め公表した上で、その利用目的の範囲内で情報

を取扱うことが必要です。また、不正な手段によって個人情報を取得してはいけません。特に「要

配慮個人情報」を取得する場合は、原則本人の同意を得ることが必要です。自社の HP がある場合

は、プライバシーポリシーの有無や内容を見直しましょう。 

個人情報の取扱いの管理をしましょう！ 

個人情報や個人データを取扱う場合、適切に安全管理措置を実施することが必要です。アクセスを

パスワード設定により制限するなどの技術的措置を講じるとともに、従業員や委託先が適切に個人

データを取扱うよう、しっかりと監督を行うようにしましょう。 

個人情報の第三者提供の注意！ 

個人情報を第三者に提供する場合は、原則として本人から同意を得なければなりません。あらかじ

め第三者提供の目的や利用目的を説明し、取得するときに同意を得ることが必要です。第三者から

個人情報を受領する場合や、第三者に提供した場合も、受領者の氏名等を記録し、一定期間保存し

なければなりません。 

適切に個人情報を取扱うようにしましょう！ 

2017 年 5 月 30 日以降、すべての企業に個人情報保護法上の義務が課されることから、今まで法の

適用対象外だった企業においても、上記の注意事項に心がけて適切な対策を講じることが必要です。 
 

個人情報保護支援 ㈱NEXT 岐阜では P マークの 

取得支援を行っています！ 
プライバシーマーク（P マーク）制度は、日本工業規格「JISQ15001 個人情報保護マネジメントシステム―

要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、

その旨を示す P マークを付与し、事業活動に関して P マークの使用を認める制度です。 

■個人情報を適正に扱っていることをアピールできる。 

■第三者が審査するため、認定を受けた企業に対する信頼度は高い。 

■個人情報の保護意識の高まりにこたえ、社会的な信用を得るために、 

適正な個人情報の保護の仕組みを構築することができる。 

IT による技術的支援や情報セキュリティ機器もお任せください！ 
㈱NEXT 岐阜では専門家による、IT 導入技術的対策（バックアップシステム構築、UTM・ネットワークセキ

ュリティ、ウイルス対策ソフトなどの IT ソリューション）や、人的対策（個人情報の扱いをする上で必要な

教育やマニュアルの整備）を実施させていただきます。 

個人情報保護や情報セキュリティは㈱NEXT 岐阜システムソリューションまで 

(TEL:058-275-3550)お気軽にお問い合わせ下さい。 
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去る、６月３日(土)、瑞穂市にあります岐阜グランドボウルにて毎年恒例の経友会ボウリング大会が盛大に行

われました。総勢１１０名の皆様にご参加頂き、楽しいひと時を過ごすことができました。今年は税理士法人

NEXT創立５０周年ということもあり、個人賞として５０位にも豪華賞品を用意させていただきました。実力が発

揮できた人もできなかった人も、賞品が貰えた人も残念ながら貰えなかった人も、参加していただいた全員が笑顔

でボウリングを楽しむ姿がとても印象的でした。小さなお子様から年輩の方まで、賑やかな歓声の中でゲームを楽し

んで頂けたのではないでしょうか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関与先紹介＞ 

平成２９年５月２５日（木）の岐阜新聞に岐阜ヤナセ 株式会社 様の記事が掲載されましたの

で、ご紹介させて頂きます。 

 

岐阜ヤナセ 株式会社 

 

住 所：岐阜県岐阜市 

金園町８－１１ 

ＴＥＬ：058-245-0151 

ＦＡＸ：058-247-3398 

ＨＰ： 

http://www.gifuyanase.co.jp 

http://www.gifuyanase.co.jp/
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失敗は成功の母 
新婚旅行でオーストラリアへ行ってきました。ハミルト

ン島→ゴールドコースト→シドニーを観光してきました。 

ハミルトン島という島があることを今回の旅行まで知ら

なかったのですが、世界遺産であるグレートバリアリーフ

に囲まれ美しい珊瑚礁やビーチがあることで有名なリゾー

トアイランドです。 

ビーチも山もマリーナもどの景色もとても素敵でバギー

で島内を散策するのがとても気持ち良く楽しかったです。 

ハミルトン島

ゴムゴムの実とメラメラの

実を手に入れました。 

ゴムゴムの実を食べてゴム

猫になるのか、メラメラの実

を食べて火拳の猫になるのか

考え中です。 

平脇 菜那子 撮影 

森田 光一 撮影 

毎年恒例、田植えの時期に入りました。 

 
＃田んぼ ＃田植え ＃田舎 ＃田舎暮らし 

＃百姓 ＃実家が百姓 ＃米 ＃お米 

＃軽トラが田んぼに落ちる 

＃わざとではないよ 

＃車の運転には慣れている ＃過信していた 

＃余計な仕事を増やす孫 

＃祖母に叱られる孫 

＃失敗から学んだこと ＃祖母は怖い 

坂 将成 撮影 

悪魔の実 



 

 
 

当事務所職員の三浦菜那子さんが５月２７日（土）にめでたく結婚し、三浦菜那

子さんから平脇菜那子さんとなりました。仕事は引き続き続けていますので、馴れ初め

や、結婚式のお話を根掘り葉掘り聞いてあげてください(*^-^*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経天更新情報】 

２０１７／６／１３  浪速製菓 株式会社 様（おかげさまで９０周年） 

 
 

事務所営業日 

７ ＪＵＬＹ 
 2017 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

経友会ゴルフ 

コンペ 

経友会ゴルフ 

コンペ 
     

9 10 11 12 13 14 15 

   若手サークル    

16 17 18 19 20 21 22 

 海の日      

23 24 25 26 27 28 29 

   経営者セミナー    

30 31      

       

【編集委員】大塚・浅野・東谷・可児・下斗米 


